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資料 1 
 

   松 戸 市 総 合 教 育 会 議 運 営 要 領 （ 案 ）  

 

１  こ の 要 領 は 、 別 に 定 め る も の の ほ か 総 合 教 育 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 を 定 め るも のと す る。  

２  総 合 教 育 会 議 は 別 紙 １の とお り 運 営 す る も の と す る 。  

３  総 合 教 育 会 議 の 開 催 日 及 び 会 議 時 間 に つ い て は 、 会 議 の 都 度 事 務 局 が

調 整 し 、 定 め る 。  

４  総 合 教 育 会 議 の 陪 席 者 は 次 の と お りと す る。  

  総 合 政 策 部 長 、 生 涯 学 習 部 長 、 学 校 教 育 部 長 、 学 校 教 育 部 審 議 監 、 総

合 政 策 部 参 事 、 政 策 推 進 課 長 、 教 育 企 画 課 長 、 社 会 教 育 課 長 、 学 務 課

長 、 指 導 課 長 、 そ の 他 市 長 が 指 名 す る 者  

５  連 絡 調 整 会 議 構 成 員 は 次 の とお りと す る。  

  総 合 政 策 部 長 、 生 涯 学 習 部 長 、 学 校 教 育 部 長 、 学 校 教 育 部 審 議 監 、 総

合 政 策 部 参 事 、 政 策 推 進 課 長 、 教 育 企 画 課 長 、 社 会 教 育 課 長 、 学 務 課

長 、 指 導 課 長 、 そ の 他 市 長 が 指 名 す る 者  

６  総 合 教 育 会 議 の 会 議 内 容 は 原 則 公 開 と す る 。  

７  総 合 教 育 会 議 の 会 議 録 に つ い て は 、 情 報 公 開 担 当 室 で 書 面 に よ り 公 開 す

ると 共 に 、 松 戸 市 ホ ー ム ペー ジに より 公 開 す る 。  

８  総 合 教 育 会 議 の 付 議 書 につ い て は 、 別 紙 ２の と お り とす る 。  

⑴  付 議 予 定 が あ る 所 属 は 、 事 前 に 事 務 局 に 協 議 （ 任 意 書 式 ） し な け れ ば なら

な い 。  

⑵  付 議 書 及 び 関 係 書 類 に つ い て は 、 連 絡 調 整 会 議 の ３ 日 前 ま で に ２ ５ 部 を

政 策 推 進 課 に 持 ち 込 む も のと す る 。   

９  そ の 他  

  こ の 要 領 に 定 め る こ と の ほ か 、 会 議 の 円 滑 な 進 行 に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、 総

合 教 育 会 議 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２７ 年 ５ 月 １４ 日 から 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２８ 年 ６ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２９ 年 ４ 月 ２４ 日 から 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ ０ 日 から 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 １０ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 １ 1 月 1 7 日 か ら 施 行 す る 。  
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松戸市総合教育会議運営要領新旧対照条文 

（下線部分は改正部分） 

現   行 改 正 案 

４ 総合教育会議の陪席者は次のとおりとする。 

  総合政策部長、生涯学習部長、学校教育部長、総合

政策部審議監、学校教育部審議監、政策推進課長、

教育企画課長、社会教育課長、学務課長、指導課長、

その他市長が指名する者 

４ 総合教育会議の陪席者は次のとおりとする。 

  総合政策部長、生涯学習部長、学校教育部長、総合

政策部審議監、学校教育部審議監、総合政策部参

事、政策推進課長、教育企画課長、社会教育課長、学

務課長、指導課長、その他市長が指名する者 

５ 連絡調整会議構成員は次のとおりとする。 

総合政策部長、生涯学習部長、学校教育部長、総

合政策部審議監、学校教育部審議監、政策推進課

長、教育企画課長、社会教育課長、学務課長、指導課

長、その他市長が指名する者 

５ 連絡調整会議構成員は次のとおりとする。 

総合政策部長、生涯学習部長、学校教育部長、総

合政策部審議監、学校教育部審議監、総合政策部参

事、政策推進課長、教育企画課長、社会教育課長、学

務課長、指導課長、その他市長が指名する者 
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